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令和７年度第８回教育委員会定例会 会議録 

 

 

◇ 開催年月日 令和７年１１月２１日（金）  １５時３３分開会 

１７時００分閉会 

 

◇ 開催の場所 女性第一・第二研修室 

 

 

◇ 出席者  

教育長        原之園 哲哉 

委員         岡本 尚也 

委員         前田 圭子 

委員         福元 佑子 

 

◇ 説明のため出席した者の職氏名 

    管理部長     小村 真二     教育部長     鶴田 紋太郎 

    教育ＤＸ担当部長  木田 博     学校整備推進担当部長  岩坪 秀樹 

    総務課長     藤﨑 圭規    桜島学校教育担当課長  德田 清信 

施設課主幹    寳德 裕介    文化財課長    有村 久美子 

美術館副館長   谷口 雄三    図書館副館長   小城 裕子 

学務課長     山元 卓也    学校教育課長   竹下 直大 

学 校 I C T 推 進 ｾ ﾝ ﾀ ｰ所 長  池田 伸一    保健体育課長   山口  伸一 

児童生徒支援課長  吉元 利裕    生涯学習課長   中村 一成 

少年自然の家所長  唐仁原 宏樹   中央学校給食センター所長  濱田 有希 

 

◇ 書記 

    総務課主幹    圓若 正行    総務課主査    上堀内 啓太 
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◇ 議事日程 

１ 開 会 

２ 会議成立の宣言 

３ 会議録署名者の指名 

４ 会議の公開等について 

５ 議案審査順 

公開 

定第５３号議案 代決処分の承認を求める件 

           ［鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について］ 

請願令和７年度第１号 小中学校での学校給食の牛乳を、飲むことによる体調不良

（乳糖不耐、下痢、腹痛など）や特定の食物摂取制限の理

由で飲めない児童生徒が、医師の診断なしでも停止届など

で停止できるようにすることを求める請願【継続審議】 

   報告事項(2)   令和７年度文部科学大臣表彰「学校保健」及び「学校安全ボラン

ティア活動奨励賞」受賞者について 

報告事項(3)   令和７年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表

彰について 

非公開 

定第５４号議案 令和７年度鹿児島市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の教育

委員会表彰の件 

定第５５号議案 令和７年度鹿児島市社会教育功労者及び社会教育優良団体の教育

委員会表彰の件 

定第５６号議案 市立学校における詳細調査の件 

定第５７号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（鹿児島市立科学館） 

定第５８号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（鹿児島市立ふるさと考古歴史館） 

定第５９号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（旧島津氏玉里邸庭園） 

定第６０号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（南洲公園西郷南洲顕彰館） 

定第６１号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（鹿児島市小松原一丁目集会所） 

定第６２号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（鹿児島市中福良集会所） 

定第６３号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（鹿児島市勤労女性センター） 

定第６４号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する

件（鹿児島市勤労青少年ホーム） 

定第６５号議案 工事請負契約締結に係る議案についての意見に関する件（福平小
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学校校舎増築その他本体工事） 

定第６６号議案 鹿児島市立学校条例の一部を改正する条例一部改正に係る議案に

ついての意見に関する件 

定第６７号議案 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第５号）（教育委員会関係

分）に係る議案についての意見に関する件 

報告事項(1)   令和７年度全国学力・学習状況調査の鹿児島市の分析等について 

報告事項(4)   市立学校におけるいじめの重大事態の発生について 

報告事項(5)   第五次鹿児島市子ども読書活動推進計画（素案）の策定及び策定

に係るパブリックコメント手続きの実施について 

６ その他 

７ 閉 会 
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◇ 会議要旨 

 

１ 開会 

教育長  ただいまから、令和７年度第８回教育委員会定例会を開会します。 

 

２ 会議成立の宣言 

教育長  議事に入ります。本日は、津曲委員が欠席されておりますが、定足数に達し

ていますので、会議は成立しております。本日の議事日程は、資料の２ページ

をご覧ください。 

 

３ 会議録署名者の指名 

教育長  本日の会議録署名は、前田委員と私が行います。 

 

４ 会議の公開等について 

教育長  次に、会議の非公開についてですが、本日審議する１５の議案、１つの請願

及び５つの報告事項のうち、定第５４号、５５号議案及び定第５７号から第 

６７号議案並びに報告事項（１）、（５）は、意思形成過程の案件のため、第 

５６号議案及び報告事項（４）は、個人情報の保護を要する案件のため、非公

開で傍聴を禁止する取り扱いとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

教育長  ご異議もないので、そのように取り扱います。それでは、公開案件からご審

議いただき、後ほど非公開案件の審議をお願いします。傍聴について、委員の

皆さんにお諮りします。事務局に確認しますが、本日、傍聴を希望される方は

いますか。 

事務局（企画調整係長） 傍聴及び撮影を希望される方が１名いらっしゃいます。傍聴

希望者の住所及び氏名を読み上げます。 

教育長  事務局から傍聴希望者の読み上げがありました。希望者の傍聴及び撮影を許

可することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

教育長  ご異議もございませんので、傍聴及び撮影を許可することとします。事務局

は傍聴人を入室させてください。 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

５ 定第５３号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について〕 

承 認 

 

教育長  それでは、定第５３号議案について総務課長、説明をお願いします。 
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事務局（総務課長） 議案つづりの４ページをご覧下さい。定第５３号議案、代決処分

の承認を求める件は、鹿児島市教育委員会の事務局及び教育機関の職員の任免

について、参照にありますように、教育委員会事務委任等規則第４条第１項の

規定に基づき代決しましたので、同条第２項の規定によりこれを報告し、教育

委員会の承認を得ようとするものです。内容については、５ページのとおりで

す。１１月１日付で３名の職員の異動をおこなっています。以上で説明を終わ

ります。 

教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。 

（なしの声あり） 

教育長  なければ、定第５３号議案につきましては、原案どおりとすることでご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 

教育長  ご異議ございませんので、本件は原案どおりとします。 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

請願令和７年度第１号 小中学校での学校給食の牛乳を、飲むことによる体調不良

（乳糖不耐、下痢、腹痛など）や特定の食物摂取制限の理

由で飲めない児童生徒が、医師の診断なしでも停止届など

で停止できるようにすることを求める請願 

継続審査 

 

教育長  次に、前回からの継続審議として請願令和７年度第１号について、保健体育

課長、説明をお願いします。 

事務局（保健体育課長） 前回の定例会後に食物アレルギー以外の理由で牛乳飲用停止

を行う際に診断書を求めている市立小・中学校３４校に対し、昨日１１月２０

日までを締め切りとして調査を行いました。調査内容としては、診断書を求め

るようになった時期、提出を求めている理由、診断書の提出について、対応に

苦慮したこと、診断書の提出についての課題、過去に診断書の提出なしで牛乳

飲用を停止したことがあり、その際に何らかの不都合があったかの５項目です。

現在、回答を集約しているところですが、安全性の担保のため、診断書の提出

を求めているが、特に問題はないとの回答がある一方、提出を求めても、なか

なか提出されない、など対応に苦慮している回答もあるようです。正式な集計

結果については、次回の定例会にてご報告させていただきます。また、前回の

定例会で委員から「診断書を求めていない学校の理由も聞くのはどうか」との

ご意見もございましたので、これらの結果につきましても、次回の定例会に、

まとめてご報告したいと考えております。合わせまして、市医師会にご紹介い

ただいた小児科医に、乳糖不耐症での診断書作成について見解を伺いました。

医師によりますと、乳糖不耐症にも様々な型があり、一過性の場合もある。患
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者の状態によるため、作成が難しいとのご回答をいただきました。説明は以上

です。 

教育長  いまの説明について、何かご質問等はございませんか。 

委員   なぜ診断書の作成が難しいのか、もう一度教えてください。診断書を作成す

るのには、相当な検査とか診断が必要だということでよろしいでしょうか。 

事務局（保健体育課長） 医師によりますと、患者の状態も様々だということと診断根

拠が難しいため、診断書を書く場合も保護者等から聞き取った内容で診断書の

内容を記載している現状があるということでした。 

委員   これが原因だと特定するというのは難しいんですね。 

事務局（保健体育課長） 医師によりますと、診断が難しいということもあって乳糖不

耐症という診断書を作成するのは難しい状況にあるということでした。 

教育長  診断方法とかあるんですか。血液検査とか。 

事務局（保健体育課長） そこについて確認していないところですが、お聞きした小児

科医の場合は、診断根拠が無いということもあって、保護者から症状を聞き取

って診断書を作成しているということでした。 

委員   前回話が出たように、どのような決定なり回答をするにしても、その後の運

用面の想定をしていた方がいいと思っています。学校がひとつひとつの案件に

個別に対応するのは良くないと思うので、保護者に配る案内なども含めて対応

していただければ。こういう方針で行きます、それによってこういうことがお

こります、と先回りして対応していっていただければいいと思います。 

事務局（保健体育課長） ありがとうございます。学校のアンケートの中でも市の方で

一つの基準や方針を示してもらえると学校としても対応がしやすいという意

見が出ておりますので、委員からご指摘のありましたように今後の方向性が定

まった場合には、教育委員会の方から何らかの方法で統一した方針を学校へお

示したいと考えております。 

委員   よろしくお願いします。 

教育長  ほかにございませんか。引き続き調査を行っているということでしたので、

これにつきましては継続審査にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

教育長  ご異議ございませんので、本請願は、継続審査とすることに決定します。 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

報告事項(2) 令和７年度文部科学大臣表彰「学校保健」及び「学校安全ボランティ

ア活動奨励賞」受賞者について 

 

教育長  続きまして、報告事項（２）につきまして保健体育課長、説明をお願いしま

す。 

事務局（保健体育課長） 議案つづりの１３ページをご覧ください。令和７年度文部科
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学大臣表彰者について御報告申し上げます。表彰の趣旨については、１にあり

ますとおり、学校保健及び学校安全の普及と向上に尽力し多大な成果をあげた

個人、学校及び団体を表彰し、学校保健及び学校安全の振興を目指したもので

す。まず、学校保健の学校の部において、坂元中学校が受賞しました。全国で

１２校の表彰です。次に、学校安全ボランティア団体の部において、八幡コミ

ュニティ協議会が受賞されました。全国で２３団体の表彰です。表彰式は、昨

日、１１月２０日に、神奈川県横浜市で開催された、全国学校保健・安全研究

大会において行われたところです。今後は、受賞された学校、団体の皆様には、

研修会等で活動の様子を紹介するなど、広く周知を図り、本市の学校保健・安

全の充実に努めて参りたいと考えております。報告は以上です。 

教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。 

委員   これに該当するかわかりませんが、ボランティア活動って今も小学校などで

されていますよね。朝の清掃などもボランティア活動になっていて、いいこと

ではあると思いますが、本来の趣旨を見失って、行かないといけないみたいな

ボランティアになってくると本末転倒です。学校側としては、何年何組から何

名ボランティアやってくれみたいなものがあったと思いますが、それは本来の

趣旨とは違う方向になっていると思うので、是非、自然な形でボランティアを

やってくれればいいと思いました。 

事務局（学校教育課長） 学校のボランティア活動については、朝、子どもたちが校庭

を掃いたり、前に立って挨拶等をしたりがあります。私が学校にいた時も、そ

れが決して強制にならないようにということでやっておりました。究極的には

愛校心を高めるとか清掃することで心を磨くとかそういうことで、子どもたち

には話をしているところですが、今後もボランティア活動ということで強制に

はならないように、学校には周知していきたいと思います。 

委員   参加しなかった子が、何か言われたりしないようにしてください。 

教育長  ほかよろしいでしょうか。 

（なしの声あり） 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

報告事項(3) 令和７年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰に

ついて 

 

教育長  次に、報告事項（３）について生涯学習課長、説明をお願いします。 

事務局（生涯学習課長） 資料の１４ページ報告事項関係資料（３）をご覧ください。

令和７年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰について、

ご報告申し上げます。文部科学省が主催する本表彰については、（２）の表彰の

趣旨にもありますとおり、障害者の生涯学習を支援する活動について、その内

容が他の模範と認められる個人・団体に対し、功労・功績をたたえ表彰し、障
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害者の生涯学習の普及・発展に資することを目的とするもので、鹿児島ふうせ

んバレーボール協会が受賞しました。全国で４３団体の表彰です。表彰理由に

ついては、記載のとおりです。なお、表彰式については、１２月９日（火）、文

部科学省において行われます。報告は以上です。 

教育長  いまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。 

（なしの声あり） 

教育長  公開案件は以上になります。それでは、これから非公開案件の議案審査に入

りますので傍聴人の方はご退席ください。 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

  定第５４号議案 令和７年度鹿児島市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の教育

委員会表彰の件 

 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

原案可決 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

定第５５号議案 令和７年度鹿児島市社会教育功労者及び社会教育優良団体の教育

委員会表彰の件 

 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

原案可決 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

定第５６号議案 市立学校における詳細調査の件 

 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

原案可決 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
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定第５７号議案 公の施設の指定管理者の指定に係る議案についての意見に関する件

（科学館、ふるさと考古、玉里、顕彰館、集会所、勤労女性、勤労

青少年） 

～定第６４号議案 

  

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

原案可決 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

定第６５号議案 工事請負契約締結に係る議案についての意見に関する件（福平小

学校校舎増築その他本体工事） 

 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

原案可決 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

定第６６号議案 鹿児島市立学校条例の一部を改正する条例一部改正に係る議案に

ついての意見に関する件 

 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

原案可決 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

定第６７号議案 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第５号）（教育委員会関係

分）に係る議案についての意見に関する件 

 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

原案可決 
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～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

報告事項(1) 令和７年度全国学力・学習状況調査の鹿児島市の分析等について 

 

【 本 報 告 は 非 公 開 】 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

報告事項(4) 市立学校におけるいじめの重大事態の発生について 

 

【 本 報 告 は 非 公 開 】 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

報告事項(5) 第五次鹿児島市子ども読書活動推進計画（素案）の策定及び策定に係

るパブリックコメント手続きの実施について 

 

【 本 報 告 は 非 公 開 】 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

  

６ その他 

教育長  最後に、事務局から何かありますか。 

教育長  次回の日程についてご連絡します。総合教育会議が、１２月１９日（金） 

１４時３０分から１５時３０分まで、市役所本館２階特別会議室で開催されま

す。次回の教育委員会定例会は、同日１６時００分から、教育総合センター２

階女性第一・第二研修室で開催を予定しています。以上です。 

 

７ 閉会 

教育長  以上をもちまして、本日の定例会を終了します。 

【以上】 


